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報告事項−２
総会前理事会決議事項の報告

イ．平成２６年度事業計画及び収支予算
【平成２６年度事業計画】
　平成２６年度も定款第４条（事業）に従い、引き続き高圧ガスの自主的な活動を促進し、公
共の安全と災害防止を図るため、会員事業所の自主保安意識の高揚、保安対策の徹底、消費先
の安全対策の推進などを目的として、主として以下の事業を推進してまいります。
１．継続事業　　（情報提供、専門部会、実験委員会、大阪府高圧ガス地域防災協議会並びに

近畿高圧ガス地域防災協議会連合会からの受託事業）
（１）　高圧ガスの保安に関する諸施策の周知、情報の提供

中部近畿産業保安監督部近畿支部、大阪府、府下消防局、高圧ガス保安協会等よ
り高圧ガスの保安に関する通知を受信した場合、直ちにその情報を配布し、周知徹
底を図ると共に、諸資料を整備し、一般にも閲覧に供します。

（２）　技術相談窓口業務の実施
高圧ガス関係事業所等よりの高圧ガスに関係する技術相談に、適切に対応いたし

ます。
①高圧ガス保安法令関係の相談
②高圧ガス法令に基づく許認可手続きの相談

・高圧ガス製造許可申請等の手続きに関する相談
・高圧ガスの消費及び移動に関する相談
・大臣認定試験者に関する相談

③高圧ガス製造保安責任者等試験に関する相談
④放置容器など所有者不明容器に関する相談及び容器管理委員会への連絡
⑤その他高圧ガス技術関係の相談

（３）　高圧ガス保安管理技術に関する調査、研究（専門部会・実験委員会）
定款施行細則で定められた技術専門部会を主体にして、２５年間にわたり、１９

テーマの各種の実験、調査、研究を行ってきました。　
平成２６年度は、「ガス拡散と濃度分布」を実施します。また、これまでの実験

委員会の成果は、その都度「高圧ガス安全ニュース」誌上にて公表してまいりまし
たが、会員外よりも頒布の要請が多く届いております。別途「技術情報」として一
括して取り纏め公開しております。

（４）　大阪府高圧ガス地域防災協議会からの受託業務
当該協議会は大阪府下における地域防災体制を確立し、高圧ガスの製造、販売、

貯蔵、消費、移動に係る災害の発生、又は拡大の防止のため、会員相互の応援活動
を主体としており、本協会が受託する業務の概要は、次の通りであります。
①地域内において発生した高圧ガス事故の応援活動に関して、指定防災事業所への

応援出動要請、出動報告書の処理
②高圧ガス防災訓練、防災研修会の企画、実施
③防災事業所リストの作成、配布
④応援活動に伴う災害補償の保険に関する事項
⑤当該協会の法人業務
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　（５）　近畿高圧ガス地域防災協議会連合会からの受託業務
当該連合会は、近畿経済産業局管轄内の各府県高圧ガス地域防災協議会の連合体

として、管轄内の地域防災体制を確立し、高圧ガスの移動、その他に係る災害の発
生又は拡大の防止を目的とした団体であります。本協会は、当該連合会並びに、管
轄内の各地域防災協議会間の連絡、調整、情報交換、防災事業所リストの作成、配
布、事故発生時の相互援助協定の締結等、当該連合会の法人業務を受託します。

２．事業－１　（高圧ガスに関する保安教育実施を目的とする図書出版講習事業）
　（１）　講習会、研修会、見学研修会等の開催

大阪府政策企画部危機管理室担当官、保安３法事務連携機構大阪担当官、学識経
験者及び会員事業所の専門技術者等を講師として、一般消費者を含む高圧ガス関係
者を対象に保安講習会、研修会、工場見学研修会を実施いたします。

高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動、消費等に従事する者の知識向上、事故発生
の未然防止、万一事故が発生した場合に適切な処置による被害拡大の防止、並びに
高圧ガス保安教育担当の人材育成を図ってまいります。

　（２）　参考図書等の発行、配布、斡旋
高圧ガス保安法にかかわる関係政省令等は、年々必要に応じ、細目に改正されま

す。従って、協会発行の各図書の内容を、その都度専門部会で見直し、大阪府政策
企画部危機管理室消防保安課の指導により修正或いは改訂版を発行してまいりまし
た。本年度も保安法関係の改正動向に対応し、「高圧ガス自主保安ガイドライン」
改訂版の作成、増刷を行い、講習会テキストとして使用するとともに、一般にも参
考図書として提供します。

３．事業－２　（試験部会事業）
高圧ガス保安協会大阪府試験事務所より試験業務の受託機関として、当協会の試験部会が

窓口となり、 一般社団法人大阪府ＬＰガス協会、大阪府冷凍設備保安協会とともに運営し
ます。

平成２６年度も、次の通り試験事務を受託します。
①試験実施日　（筆記試験）平成２６年１１月   ９日（日）
　　　　　　　（技能試験）平成２６年１１月３０日（日）
②試験場所　　（筆記試験）桃山学院大学（和泉市まなび野１−１）
　　　　　　　（技能試験）大阪府立南大阪高等職業技術専門校（和泉市テクノステージ）
③試験の種類　乙種化学　　丙種化学（液石）　　丙種化学（特別）
　　　　　　　乙種機械　　第二種冷凍機械　　 第三種冷凍機械
　　　　　　　第一種販売　第二種販売　　　　 液化石油ガス設備士
④受験者数　　（筆記試験）約２，９００名（予定）
　　　　　　　（技能試験）約１００名（液化石油ガス設備士に限る）（予定）
なお、昨年度の電子出願比率は、８４．７％となっています。

４．法人業務　（総会、理事会、幹事会、府及び関係団体との連携、及び管理業務）
定時総会の他、次の通り諸会合の開催を予定しています。　　　　　　　　　　　
①理　　事　　会　　　３回
②幹　　事　　会　　　５回
③会報編集委員会　　　２回
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 参考：協会の出版物の例

①高圧ガス製造許可申請等の手引 修正年月 平成２４年 ８月
高圧ガス保安法で、危険性が大きいとして規制している高圧ガスの製造施設、貯蔵所、特定高
圧ガス消費施設等に関する許認可申請の正しい方法を知ってもらうと共に、高圧ガス関係事業
所の自主保安の推進に寄与できるように編集してあります。

②高圧ガス製造施設完成検査の手引 修正年月 平成２４年 ８月
高圧ガス設備は、工事完了後に原則として完成検査を受検するが、この完成検査を適正、かつ
円滑に実施するため、その概要、申請手続き、検査方法・基準等についてまとめたもので、完
成検査業務の指針となります。

③高圧ガス製造施設保安検査の手引 改訂年月 平成２４年 ８月
第一種製造者は、原則として年１回保安検査を受検することとなっているが、この保安検査に
ついて理解を深め、円滑に実施するために、その概要、申請手続き、事業所の受検体制等につ
いて収録すると共に、検査報告書各様式と記載内容をまとめたものです。

④高圧ガス安全アラカルト 改訂年月 平成２１年 １月
最近の事故原因は、高圧ガス設備の材料劣化や設計ミスというハード面よりは、日常点検の不備・
誤操作など保安管理や運転管理面でのヒューマンエラーが多く見られる。本書は、保安教育や
防災訓練等のマンネリ化を防ぐため、創意工夫された保安教育実施例や点検方法等を紹介した
ものです。

⑤高圧ガス必携 修正年月 平成２５年９月
高圧ガスは、工業用・家庭用燃料としての利用にとどまらず、半導体や超電導分野、更には医
療用など広範囲に利用されているが、その取扱いを一歩誤ると、周辺住民をも巻き込む惨事に
つながる恐れがあります。本書は、高圧ガスの取扱いに初めて従事する者に、必要な知識を習
得してもらうため、高圧ガス保安法の概要、法規各論、各種高圧ガスの知識等、基礎的な事項
をまとめたものです。

⑥高圧ガス自主保安ガイドライン 修正年月 平成２６年３月
平成２４年８月に改訂した本書は、大阪府生活企画部危機管理室保安対策課監修の ｢高圧ガス
自主保安活動」を収録して、自主保安活動の意義をわかり易く解説し、その普及と保安意識の
浸透に寄与すると共に、高圧ガス取扱いのガス別、様態別に保安管理規程、設備の運転や非常
時のマニュアル等の具体例を盛り込んでいます。
本書を活用することで、高圧ガス関係事業所やその従業者の自主保安活動を強力に支援し、高
圧ガス災害の未然防止を目指したいと考えます。

⑦高圧ガス安全ニュース 発　行 年 2 回
大阪府をはじめ、保安３法事務連携機構おおさか等の関係機関から通知される高圧ガスに関す
る諸施策、高圧ガス保安法令関係の改正、事故報告、技術資料等の情報を逐次掲載する協会誌
です。

⑧その他
高圧ガス保安協会が発行している高圧ガス保安法規集、高圧ガス保安責任者試験問題集等、購
入の斡旋並びに高圧ガス保安活動促進週間のポスターの配布、斡旋を行います。

		



平成２6 年度　講習会等開催計画一覧表
一般社団法人 大阪府高圧ガス安全協会

No. 開 催 年 月 日 講 習 会 等 の 名 称 講 習 内 容 受 講 対 象 者 講 習 場 所

１ ６月１２日（木） 高圧ガス製造施設保安
検査の手引説明会

高圧ガス製造事業者は毎年１回、その施設について、
所轄官庁又は指定保安検査機関の保安検査を受ける
ことになっています。高圧ガス保安協会等の民間規
格が保安検査方法として告示に規定されたこと受
け、最近の保安検査の方法についての改正概要を含
め、保安検査への理解を深め、円滑に実施するため、
申請手続、事業者の受検体制等について、大阪府保
安対策課が監修、当協会が編集・発行した「高圧ガ
ス製造施設保安検査の手引」及び追加資料をテキス
トとした説明、講習。

①高圧ガス製造事業所の担当者
②施設の工事、検査事業所の担

当者
③指定検査機関の担当者
④上記①～③の管理者

天六マロニエ
ホ ー ル

２ ６月２５日（水） 高圧ガス製造許可
申請等の手引説明会

高圧ガスを取り扱う事業所が、法で定められた規則
や基準、許認可等の手続きを正しく理解して保安確
保に万全を期すると共に、自主保安推進の一助とす
るため、大阪府保安対策課が監修、当協会が編集・
発行した「高圧ガス製造許可申請等の手引」をテキ
ストとした説明、講習。

①新規に製造、貯蔵許可申請や
届け等を行う事業所の担当者

②設備の増設、変更等を行う事
業所の担当者

③施設の工事、検査事業所の担
当者

④指定保安検査機関の担当者
⑤上記①～④の管理者

天六マロニエ
ホ ー ル

３ ７月３日（木）	

高圧ガス輸送
保安講習会

【共催】
大阪熔材協同組合
近畿高圧ガス地域防災協議会
　　　　　　　　　　連合会

高圧ガス輸送時の事故は発生場所が不特定である
上、爆発・火災といった社会的被害を生じ易いこと、
更には交通事故という外的要因によって発生するこ
とが多く予見性に乏しいこと、又、近年輸送中の事
故が増加していること等から、高圧ガス輸送上の法
令や保安知識を身につけて事故防止を図るために、
関係する法改正等を含めた講習。

①高圧ガス輸送業者の管理者
②高圧ガス輸送車輌の乗務員
③荷主担当者
④販売事業者の管理者

天六マロニエ
ホ ー ル
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No. 開 催 年 月 日 講 習 会 等 の 名 称 講 習 内 容 受 講 対 象 者 講 習 場 所

４

７月１４日（月）

～
７月１５日（火）

（予定）

非破壊試験技術者資格
試験受験者教育訓練

（ＵＭ１）
（筆記（一次）試験対策）

高圧ガス設備や機器に関係の深い非破壊試験の技術
者資格試験制度が JIS に制定され、新たに資格試験
を受験する場合に、受験資格として一定の教育訓練
を受けることが必要となっています。当協会が行う
この教育訓練は、JIS で必要とされる訓練時間の全
てを満足する設定となっており、この教育訓練を受
ければ UM1、PD2 についての資格試験（筆記）の
受験申請が出来るようになります。又、更新受験の
方も、試験問題等の傾向が把握でき、合格するのに
大いに役立ちます。尚、定員は UM1、PD2 共、20
名を予定しています。

①非破壊試験（UM1､ PD2）技
術者の資格試験を受験する者

②非破壊試験（UM1､ PD2）技
術者資格の更新受験者。

③施設の工事、検査事業所の担
当者

㈱ダンテック
４階会議室

５

７月１６日（水）

～

７月１８日（金）
（予定）

非破壊試験技術者資格
試験受験者教育訓練

（ＰＤ２）　　　
（筆記（一次）試験対策）

６ ７月２２日（火） 高圧ガス製造施設完成
検査の手引説明会

製造や貯蔵の許可を受けた後、施設の工事完了後に
完成検査を受検するが、この完成検査を適正かつ円
滑に実施するため、その申請手続き、検査基準・方
法等について、大阪府保安対策課が監修、当協会が
編集・発行した「高圧ガス製造施設完成検査の手引」
をテキストとした説明、講習。

①製造、貯蔵許可申請を行う事
業所の担当者、管理者

②設備の増設、変更等を行う事
業所の担当者、管理者

③施設の工事、検査事業所の担
当者

④指定保安検査機関の担当者

天六マロニエ
ホ ー ル

７ ８月 ６日（水） 高圧ガス消費者
保安講習会

高圧ガスの消費について、知識不足や誤操作等によ
る消費事業所での事故が増加していることから、そ
の発生未然防止、被害拡大防止を目的として、消費
に関する法規制の概要や超低温ガス、ＬＰガス、酸
素及びアセチレンの性質等を知り、安全な取扱いを
習得するための講習。

①高圧ガス消費事業所の従業者
②アセチレン、ＬＰガス、酸素

等を消費する一般消費者
③大学、工業高校の教員及び学

生、研究所等の担当者

天六マロニエ
ホ ー ル

−
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No. 開 催 年 月 日 講 習 会 等 の 名 称 講 習 内 容 受 講 対 象 者 講 習 場 所

８ ９月１８日（木） 高圧ガス必携講習会

高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動（輸送）、消費等
の関係事業所における従業者の保安教育及び高圧ガ
ス保安法や高圧ガスに関する基礎知識習得のため、
当協会編集・発行、大阪府保安対策課監修による「高
圧ガス必携」をテキストとした講習で、初めて高圧ガ
ス関係業務に携わる方には最適な講習。尚、このテキ
ストは日常業務の参考書としても活用できる。

①高圧ガス関係事業所の従業者
（特に新入社員）

②高圧ガス販売店の販売主任者
及び従業者

③大学、工業高校の教員及び学
生、研究所等の担当者

④消防署職員

天六マロニエ
ホ ー ル

９ １０月２日（木） 高圧ガス法令講習会

講習会	高圧ガス製造保安責任者等試験の受験準備
のため、過去３年間の法令問題、解答（配布テキスト）
について、例題の具体的な解説を行うと共に、高圧
ガス取扱いの基本となる高圧ガス保安法令の概要に
ついての説明も行うので、高圧ガス関係事業所従業
者の保安意識の高揚に役立つものです。	

①高圧ガス製造保安責任者等試
験の受験者

②高圧ガス関係事業所の管理
者、担当者

天六マロニエ
ホ ー ル

１０ １１月１０日（月）
（予定）

非破壊試験技術者資格
試験受験者教育訓練

（ＰＤ２）
（実技（二次）試験対策）

非破壊試験技術者の資格試験（ＰＤ２）の筆記（一
次）試験の合格者を対象とした実技（二次）試験の
対策講習。試験に使用される測定機器やテストピー
ス、審査内容等を踏まえた指導、アドバイスを行う
ことにより二次試験突破に役立つ。尚、他団体の講
習を受け、筆記（一次）試験に合格された方も受講
できます。

①非破壊試験（ＰＤ２）技術者
の資格試験（実技・二次試験）
を受験する者

㈱ダンテック
４階会議室

１１ １１月１７日（月）
（予定）

非破壊試験技術者資格
試験受験者教育訓練

（ＵＭ１）
（実技（二次）試験対策）

非破壊試験技術者の資格試験（ＵＭ１）の筆記（一
次）試験の合格者を対象とした実技（二次）試験の
対策講習。試験に使用される測定機器やテストピー
ス、審査内容等を踏まえた指導、アドバイスを行う
ことにより二次試験突破に役立つ。尚、他団体の講
習を受け、筆記（一次）試験に合格された方も受講
できます。

①破壊試験（ＵＭ１）技術者の
資格試験（実技・二次試験）
を受験する者

㈱ダンテック
４階会議室
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No. 開 催 年 月 日 講 習 会 等 の 名 称 講 習 内 容 受 講 対 象 者 講 習 場 所

１２ １１月１９日（水）

特殊材料ガス並びに
アンモニアガス保安
講習会

【協賛】
大阪府冷凍設備保安協会

特殊材料ガスの内、シラン等７種類の特殊高圧ガス
は、特定高圧ガスとして製造、販売、貯蔵、移動、
消費について規制が強化されている。又、これらの
ガスは毒性も非常に強く、アンモニアガスを含めて
これらガスの事故発生による地域住民への影響は多
大なものであることから、事故例も含め、安全で正
しい取扱いについて説明、講習する。

①毒性ガス（ＮＨ３）、特殊材料
ガス関係事業所の管理者及び
担当者

②特殊材料ガスを扱う大学、研究
所等の教員、学生及び担当者

③消防署職員

天六マロニエ
ホ ー ル

１３ 平成２７年
１月２２日（木）

高圧ガス安全
アラカルト講習会

【共催】
大阪府冷凍設備保安協会

最近の事故原因は、設備の設計ミスや材料劣化等の
ハード面はもとより、日常点検の不備・誤操作等保
安管理、運転管理面でのヒューマンエラーが多く見
られる。これを防止するため、保安教育や防災訓練
等のマンネリ化を防ぎ創意工夫された保安教育が出
来るよう、その実践例や点検方法について、大阪府
保安対策課が監修し、当協会が発行した「高圧ガス
安全アラカルト」をテキストとして講習する。

①高圧ガス関係事業所の管理者
及び保安教育、危機管理、保
安管理等の担当者

②大学、研究所等の教員、学生
及び担当者

天六マロニエ
ホ ー ル

１４ 平成２７年
２月（未定）

高圧ガス自主保安
ガイドライン説明会

『高圧ガス自主保安ガイドライン』は、高圧ガス自
主保安の実践テキストとして平成１２年４月に発売
以来多方面で活用されていますが、平成２３年度よ
り大阪府から各市町村へ高圧ガス保安法、液化石油
ガス法等の手続きが権限移譲されていますので、『高
圧ガス自主保安ガイドライン』は行政機関、事業者
の双方にとって必携書として今まで以上に重要と
なっています。このガイドラインの活用方法につい
て詳しく説明会を開催する。

①高圧ガス関係事業所の管理者
及び保安教育、危機管理、保
安管理等の担当者

②大学、研究所等の教員、学生
及び担当者

③消防署職員

天六マロニエ
ホ ー ル
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No. 開 催 年 月 日 講 習 会 等 の 名 称 講 習 内 容 受 講 対 象 者 講 習 場 所

１５ 平成２７年
３月５日（木）

大臣認定試験者
研修会

高圧ガス保安法では、高圧ガス設備、機器、容器及
び附属品の製造や取扱いを規制しており、これらの
品質保証があってはじめて高圧ガスの製造、貯蔵、
消費や移動には保安の確保が求められています。こ
れら設備、機器（弁類、管類等）、容器の製造業者（大
臣認定試験者）について品質マネージメント及び保
安技術の向上を図るため、西日本地区大臣認定試験
者協議会の協賛を得て研修会を開催する。

①機器、弁類、管類等の製造業者
（大臣認定試験者）の担当者

②大臣認定試験者資格の取得を
予定している事業所の担当者

③認定品使用事業所の担当者

天六マロニエ
ホ ー ル

１６ 平成２７年
３月１２日（木）

防災研修会
【主催】
大阪府高圧ガス地域防災協議会

【共催】
大阪府高圧ガス安全協会

最近の高圧ガス事故発生状況と事故事例を元にその
傾向及び原因と対策について研修する。

①高圧ガス関係事業所の管理者
及び保安教育、危機管理、保
安管理等の担当者

②大学、研究所等の教員、学生
及び担当者

③消防署職員

天六マロニエ
ホ ー ル

１７
平成２７年
３月１９日（木）

（予定）
工場見学研修会 会員事業所担当者の見聞を広め、保安技術向上の参

考に資するための見学研修会。
①会員事業所の管理者、担当者

見学先は会
員の協力を
得て決定し、
案内する

合計予定回数　　17 回
（大阪府高圧ガス地域防災協議会主催講習会を含む）
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収 支 予 算 書 （ 損 益 ）
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

科 　 目 当 年 度 前 年 度 増 　 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）　経常収益

①受取入会金 20,000 50,000 △ 30,000

②受取会費

正 会 員 会 費 16,760,000 16,920,000 △ 160,000

総 　 会 　 会 　 費 1,000,000 2,000,000 △ 1,000,000

③事業収益

講 習 事 業 収 益 5,300,000 5,500,000 △ 200,000

図書出版事業収益 3,800,000 4,000,000 △ 200,000

団体事務受託収益 2,851,000 2,268,000 583,000

④試験部会収入 11,290,000 10,618,000 672,000

⑤雑収益

受 　 取 　 利 　 息 2,500 2,500 0

雑　　　収　　　益 250,000 267,500 △ 17,500

経 常 収 益 計 41,273,500 41,626,000 △ 352,500

（２）　経常費用

事業費 32,542,000 31,310,000 1,232,000

役員 ･職員給料手当 11,040,000 10,400,000 640,000

臨 時 雇 賃 金 665,000 1,430,000 △ 765,000

退 職 給 付 費 用 247,000 240,000 7,000

福 利 厚 生 費 2,160,000 2,128,000 32,000

通 勤 交 通 費 1,040,000 932,000 108,000

旅 費 交 通 費 830,000 921,000 △ 91,000

委　　　託　　　費 2,670,000 2,871,000 △ 201,000

通 信 運 搬 費 540,000 540,000 0

会　　　議　　　費 1,400,000 1,300,000 △ 100,000

消 　 耗 　 品 　 費 780,000 750,000 30,000

印 刷 製 本 費 3,400,000 3,700,000 △ 300,000

事 務 所 家 賃 2,640,000 2,488,000 152,000

賃　　　借　　　料 2,880,000 1,260,000 1,620,000

光 熱 水 料 費 880,000 1,040,000 △ 160,000

図 書 仕 入 費 250,000 200,000 50,000

諸　　　謝　　　金 500,000 500,000 0

雑　　　　　　　費 620,000 610,000 10,000

管理費 10,422,000 12,078,000 △ 1,656,000

役員 ･職員給料手当 2,760,000 2,600,000 160,000

臨 時 雇 賃 金 135,000 190,000 △ 55,000

退 職 給 付 費 用 62,000 60,000 2,000

福 利 厚 生 費 540,000 532,000 8,000

通 勤 交 通 費 260,000 233,000 27,000

旅 費 交 通 費 170,000 176,000 △ 6,000

通 信 運 搬 費 460,000 460,000 0

会　　　議　　　費 250,000 200,000 50,000

消 耗 什 器 備 品 費 100,000 100,000 0

消 　 耗 　 品 　 費 800,000 700,000 100,000

印 刷 製 本 費 200,000 200,000 0

事 務 所 家 賃 660,000 622,000 38,000

光 熱 水 料 費 220,000 260,000 △ 40,000

諸　　　謝　　　金 1,000,000 1,000,000 0

租 　 税 　 公 　 課 650,000 650,000 0

負　　　担　　　金 45,000 45,000 0

総　　　会　　　費 1,500,000 3,500,000 △ 2,000,000

表 彰 関 係 費 350,000 300,000 50,000

雑　　　　　　　費 260,000 250,000 10,000

経 常 費 用 計 42,964,000 43,388,000 △ 424,000

　当期経常増減額 △ 1,690,500 △ 1,762,000 71,500

　当期一般正味財産増減額 △ 1,690,500 △ 1,762,000 71,500

　一般正味財産期首残高 9,641,461 11,403,461 △ 1,762,000

　一般正味財産期末残高 7,950,961 9,641,461 △ 1,690,500

Ⅲ 正味財産期末残高 7,950,961 9,641,461 △ 1,690,500
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平 成 2 6 年 度  予 算 内 訳 表
科 　 目

継続事業 講習・図書出版事業 試験部会事業 法人事業
合　　計

予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

収入の部
入会金収入 20,000 20,000

会費収入

正会員会費 16,760,000 16,760,000

Ａ　会員 6,320,000 6,320,000

Ｂ　会員 5,740,000 5,740,000

Ｃ　会員 4,680,000 4,680,000

Ｄ  会員 20,000 20,000

総会　会費 1,000,000 1,000,000

事業収入

講習事業収入 5,300,000 5,300,000

図書出版事業収入 3,800,000 3,800,000

団体事務受託事業 2,851,000 2,851,000

試験部会受託事業 11,290,000 11,290,000

雑収入 252,500 252,500

受取利息収入 2,500 2,500

雑収入 250,000 250,000

収入合計 2,851,000 9,100,000 11,290,000 18,032,500 41,273,500

支出の部
事業部門

給付手当支出

役員・職員給料手当 5,520,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 13,800,000

臨時雇用賃金手当 270,000 54,000 341,000 135,000 800,000

退職給付費用 123,600 61,800 61,800 61,800 309,000

福利厚生費 1,080,000 540,000 540,000 540,000 2,700,000

通勤交通費 520,000 260,000 260,000 260,000 1,300,000

旅費交通費 80,000 280,000 470,000 170,000 1,000,000

試　筆記試験 420,000

試　設備士試験 50,000

委託費 2,670,000 2,670,000

　　事務委託費 960,000

試　筆記試験 1,390,000

試　設備士試験 320,000

通信運搬費 40,000 100,000 400,000 460,000 1,000,000

会議費支出 100,000 1,300,000 250,000 1,650,000

消耗品費支出 100,000 680,000 800,000 1,580,000

試　筆記試験（事務諸費） 400,000

試　設備士試験 80,000

材料費（設備） 200,000

印刷製本費支出 3,000,000 400,000 200,000 3,600,000

事務所家賃 1,320,000 660,000 660,000 660,000 3,300,000

光熱水料費支出 440,000 220,000 220,000 220,000 1,100,000

賃借料支出 680,000 2,200,000 2,880,000

試　筆記試験 2,100,000

試　設備士試験 100,000

図書仕入費支出 250,000 250,000

諸謝金支出 500,000 1,000,000 1,500,000

雑費 0 620,000 260,000 880,000

試　事務諸費 0

試　筆記試験 580,000

試　設備士試験 40,000

管理部門
消耗什器備品費 100,000 100,000

租税公課支出 650,000 650,000

負担金支出 45,000 45,000

総会費 1,500,000 1,500,000

表彰関係費 350,000 350,000

支出合計 9,493,600 9,465,800 13,582,800 10,421,800 42,964,000

収支差額 △ 6,642,600 △ 365,800 △ 2,292,800 7,610,700 △ 1,690,500
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ロ．顧問及び相談役の委嘱
本総会前理事会において、定款第２７条並びに、定款細則第１９条により、下記の通り顧問

及び相談役を承認したので、会長は平成２６年４月１日にさかのぼり委嘱した。

顧　問（２名）　　 島田　耕一　氏（再任）
　　　　　　　　　塚本　一成　氏（再任）
相談役（１名）　　 皆川　　勇　氏（再任）
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